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第４節 貿易経済協力局 

経済協力・貿易投資促進政策 

１.2015 年度の経済協力・貿易投資促進政策に関する主な

動き（総論） 

１.１.経済協力に関する主な動き 

新興国を中心とした世界のインフラ需要は高まりを見

せている。これらの旺盛なインフラ開発需要を取り込むこ

とにより新興国の経済発展と我が国の力強い経済成長の

両方を実現すべく、政府開発援助（ＯＤＡ：Official 

Development Assistance）や公的金融機関による支援を最

大限活用し、経済協力とインフラシステム輸出の緊密な連

携を図ることは重要である。ＯＤＡには大きく分けて有償

資金協力（円借款や海外投融資）、無償資金協力、技術協

力があり、経済産業省は我が国産業界、相手国のニーズを

踏まえ、円借款、海外投融資、技術協力、貿易保険、民間

資金等を有機的に連携させてきた。 

膨大なアジア地域のインフラ需要に応えるため、2015

年５月、「質の高いインフラパートナーシップ」を安倍総

理より発表した。これに基づき、アジア開発銀行（ＡＤＢ： 

Asian Development Bank）と連携し、今後５年間で約 1,100

億ドルの「質の高いインフラ投資」をアジア地域に提供す

ることとした。同取組は、2015 年６月に決定した「イン

フラシステム輸出戦略」改訂版や「日本再興戦略」改訂

2015 にも盛り込まれた。また、同年 11 月には、「質の高

いインフラパートナーシップ」の抜本的な拡充策を安倍総

理より発表し、円借款手続きの迅速化を始めとした、更な

る制度拡充を実施することとした。 

また、海外におけるリスク増大や、取引形態及び資金調

達手法の多様化など、海外事業環境の変化に応じた貿易保

険制度の拡充を実現するための、「貿易保険法の一部を改

正する法律」が 2014 年４月４日に成立した。さらに、2015

年７月 10 日には、独立行政法人日本貿易保険（ＮＥＸＩ）

を特殊会社化し、経営の自由度、効率性、機動性を向上さ

せるための「貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部

を改正する法律」が成立した。 

 

１.２.貿易投資促進政策に関する主な動き 

対内直接投資の拡大は、経営ノウハウや技術、人材など

の経営資源の流入を促し、我が国の生産性向上や雇用創出

に資するものである。しかしながら、我が国の対内直接投

資残高は、2008 年をピークに伸び悩み、主要先進国やア

ジア新興国に比べ大きく見劣りしている。また、近年、ア

ジア諸国の経済成長に伴い、日本の立地環境の魅力は相対

的に低下傾向にある。そこで、政府は、2013 年６月に閣

議決定された「日本再興戦略」において、「国際展開戦略」

の重要な柱の一つとして、対内直接投資の活性化を掲げた。

この成長戦略のもと、2020 年における対内直接投資残高

の倍増（2012 年末時点 17.8 兆円）を目指すこととし、各

種取組を強化しており、安倍政権成立後、対内直接投資は

増加傾向にある。 

一方、日本企業の円滑な海外事業活動を阻害することの

ないよう、外国子会社合算税制における規定の明確化に係

る税制改正や進出先国における課税問題に係る国内企業

への注意喚起、租税条約の新規締結・改正のための分析等

を行った。 

 

２.インフラシステム輸出 

アジアを中心とした新興国においては、電力、交通、水

道等のインフラ需要が膨大であり、今後中長期にわたって

大きな伸びが見込まれている。これらの膨大な需要を我が

国企業が獲得し、海外の成長を取り込むことで我が国の成

長につなげていくことが重要であるとの認識の下、インフ

ラシステム輸出の促進に取り組んだ。 

東南アジア、南西アジア、ひいては中央アジアに至るま

で、アジア地域が潜在力を開花させ、21 世紀の世界経済

をけん引する成長センターとなるには、膨大なインフラ整

備とそのための莫大な資金が必要である。また、国の持続

的な発展と、人々に幸福と利益をもたらすためには、イン

フラの質をしっかり確保することが重要である。こうした

観点から、2015 年５月、ＡＤＢと連携し、今後５年間で

約 1,100 億ドルの「質の高いインフラ投資」をアジア地域

に提供する「質の高いインフラパートナーシップ」を安倍

総理より発表した。また、同年 11 月にはその抜本的な拡

充策を安倍総理より発表し、円借款手続きの迅速化等、更

なる制度拡充を実施することとした。 

 

３.資金協力政策 

経済産業省は、外務省、財務省と３省体制で、円借款・

ＪＩＣＡ海外投融資に関し、制度創設･改善、個別案件へ

の供与方針決定等を行っている。 
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３．１． 円借款及び民活インフラ案件形成等事業 

2015 年度は、アジアを中心とする旺盛なインフラ需要

を取り込みつつ、本邦企業の優れた技術を途上国開発に役

立てるため、個別インフラ整備案件の事業実施可能性調査

（Ｆ/Ｓ）を実施した。 

具体的な案件として、インド「ナグプール・メトロ、ム

ンバイ・メトロフェーズ２及びチェンナイ・メトロフェー

ズ２に係る事業実施可能性調査」、ベトナム「メコンデル

タ地域幹線道路ダイガイ橋建設事業調査」及び「サハラ以

南アフリカ、南西アジア、東南アジア中核拠点における再

生可能エネルギーを中心としたインフラ分野のＰＰＰ市

場分析及び本邦企業参入機会に係る情報収集調査」等を実

施した。 

 

３．２． 経済協力ツールを活用した日本企業支援 

アジアを中心とする新興国の成長を取り込み日本経済

の活性化につなげるため、円借款、特に我が国の優れた技

術を途上国開発に活かす本邦技術活用条件（ＳＴＥＰ：

Special Terms for Economic Partnership）の活用が重要

である。 

2015 年度には世界全体で 60 件の円借款を供与し、その

うちフィリピン「南北通勤鉄道事業」等 13 件のＳＴＥＰ

円借款を供与した。また、ＪＩＣＡ海外投融資については、

カンボジア「救命救急医療整備事業」を始め、本格再開後

10 件の供与実績がある。 

特に、インドとの間では、2015 年 12 月に高速鉄道にか

かる協力覚書を締結し、供与条件等の概要を合意し、円借

款の正式供与決定に向け、今後詳細について協議を続ける

こととした。また、ミャンマーのヤンゴン郊外にて開発を

行っているティラワ工業団地は、2015 年 11 月に開所式を

開催した先行開発区である Zone Ａの運用を開始すると

ともに、企業による操業が開始された。加えて、パナマで

は、モノレールの協力に関する協力覚書を 2016 年１月に

締結し、円借款正式供与決定に向けた手続を開始した。 

 

３．３．円借款の継続的制度改善 

2015 年５月の第 21 回国際交流会議「アジアの未来」晩

餐会において、安倍総理より円借款の量的拡充と迅速化や

ＰＰＰインフラ投資案件におけるＡＤＢとＪＩＣＡの協

働促進等からなる、今後５年間で約 1,100 億ドルの「質の

高いインフラ投資」を行う「質の高いインフラパートナー

シップ」構想を表明した。 

また、2015 年 11 月には、「質の高いインフラパートナ

ーシップ」のフォローアップとして、ＡＳＥＡＮビジネス

投資サミットにて安倍総理より円借款･海外投融資の抜本

的な制度拡充を表明し、その一環としてドル建て借款の創

設や円借款･海外投融資の迅速化、日本の民間銀行とＪＩ

ＣＡ海外投融資の協調融資の解禁、事業運営権獲得型円借

款を始めとする 12 個の制度改善を行った。 

これらの制度改善により、発展途上国の多様なニーズに

対応し、日本のインフラ輸出を加速させることが可能にな

るとともに、我が国インフラシステムの輸出の更なる拡大

が期待される。 

 

４.技術協力政策 

 技術協力政策では、日本の技術や技能、知識の移転を通

じて、開発途上国の技術水準の向上と日本企業の海外展開

促進のため、開発途上国の社会・経済の開発の担い手とな

る人材育成支援等を行っている。 

2015 年度は、東南アジアを始めとした開発途上国の開

発課題解決と日本企業の海外展開促進のため、開発途上国

における制度・事業環境整備や産業人材育成、インフラシ

ステム輸出促進、日本の国際即戦力人材育成及び新興国に

おける共同開発の支援等を実施した。 

 

４．１．制度・事業環境整備 

 主に開発途上国の業界団体を対象に指導や啓発を行う

ことにより、開発途上国における貿易投資促進に資する制

度・事業環境整備を行った。 

2015 年度は、縫製産業人材育成支援（ミャンマー）、防

災鉄鋼支援技術導入普及支援（インドネシア）、サービス

政策（ミャンマー）、流通政策（ミャンマー、インドネシ

ア、ベトナム）、生産性向上支援（ケニア、南アフリカ）

等について研修、専門家派遣を実施した。 

 

４．２．産業人材育成 

開発途上国の産業技術水準の向上や経済発展に寄与す

るとともに、日本企業の海外展開に必要となる現地拠点を

強化するため、日本の産業界と連携し、開発途上国におけ

る民間企業等の現地産業人材の育成を行った。具体的には、
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特定の技術や知見を有する日本企業の現役社員や退職者

を専門家として開発途上国の企業に派遣し、現地人材に対

して技術指導やアドバイスを行う専門家派遣事業を実施

した。また、開発途上国から民間企業等の技術者や管理者

を研修生として受入れ、企業の有する施設等を活用した技

術指導や講義等を実施した。 

2015 年度は、タイ、インドネシア及びベトナム等東南

アジアを中心に、主に自動車産業、金属産業及び産業機械

といった分野を対象に実施した。 

 

４．３．インフラシステム輸出促進 

インフラシステムの輸出を促進するため、開発途上国の

インフラ関係者等のキーパーソンに対し、我が国インフラ

関連技術の優位性の理解促進やネットワーク強化に向け

た研修及び専門家派遣を実施した。 

2015 年度は、ＡＳＥＡＮ諸国等を中心に、鉄道、火力

発電、医療といった分野を対象に実施した。 

また、開発途上国の国づくりに必要なセクター・地域等

における経済的・総合的なマスタープランの策定を支援し、

政策提言を実施した。 

2015 年度は、タンザニア、ケニア及びベトナムに対し

て、エネルギー・資源開発及び化学物質管理を通じた産業

開発等の現地調査を行い、報告書を取りまとめた。 

 

４．４．国際即戦力育成インターンシップ 

日本人若手人材（若手社会人・学生）の開発途上国政府

関係機関・日系企業等へのインターン派遣及び外国人若手

人材の日本企業へのインターン受入を行い、日本企業等の

開発途上国における新規ビジネス獲得のために必要とな

る人材育成を実施した。 

2015 年度は、日本人派遣については、ベトナム、イン

ド、フィリピン、タイ、ミャンマー等の政府関係機関や民

間企業に若手人材を派遣し、国際交渉力・コミュニケーシ

ョン能力の養成、人的コネクション獲得及び現地パートナ

ー探しを行った。外国人受入については、インド、タイ、

インドネシア、ベトナム、パキスタンから日本企業に受入

れ、日系企業で働くにあたって必要となるビジネススキル

を得た外国人材の育成を行った。 

 

４．５．共創促進事業 

新興国の社会課題を解決するため、現地の企業・大学・

NGO 等と共同で製品・サービス開発に取り組む日本企業に

対し支援を実施した。 

2015 年度は、アジア等における事業に対する支援を行

った。また、アジアの知日人材をネットワーク化する「親

日・知日人材コミュニティ、ＮＩＮ²（NIppon New Network 

for INovation）」を形成しビジネスアイディアの募集及び

人材採用イベントを通じて、現地発案によるビジネス創出

や有能な現地人材確保等の支援を実施した。 

 

５.貿易保険 

貿易保険は、日本企業の対外取引（輸出、投資、融資等）

に関して、通常の保険によって救済することができない危

険を、国の信用力や交渉力に基づき長期間にわたり収支相

償を前提にカバーする保険である。貿易保険では、「非常

リスク」（戦争、内乱、外貨送金停止などの相手国政府の

リスク）と「信用リスク」（プロジェクトの破綻等、相手

企業のリスク）を引き受ける。各国とも国の事業として実

施・強化しており、日本はＮＥＸＩが保険業務を行い、国

が再保険を実施している。（参照：（図）貿易保険の実施体

制） 

 

 

 

５．１．独立行政法人日本貿易保険（ＮＥＸＩ）の特殊会

社化及び貿易再保険特別会計の廃止・移管 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（2013 年

12 月 24 日閣議決定）において、日本貿易保険（ＮＥＸＩ）

を全額政府出資の特殊会社に移行し、2016 年度末までに

貿易再保険特別会計を廃止することが決定した。これを踏

まえ、2015 年７月 10 日「貿易保険法及び特別会計に関す
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相手国政府

相手国政府による収用、送金規制等の実施
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受
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る法律の一部を改正する法律」が成立し、ＮＥＸＩは 2017

年４月から 100％政府出資の特殊会社となり、貿易再保険

特別会計が廃止され、その資産及び負債はＮＥＸＩに継承

されることとなった。 

主な改正点は以下のとおり。 

１.ＮＥＸＩを特殊会社とし、政府は、常時、ＮＥＸＩの

発行済株式の総数を保有していなければならないもの

とする。 

２.貿易再保険特別会計を廃止し、貿易保険に関する経理

をＮＥＸＩに一元化するとともに、保険金の確実な支払

を担保するため、ＮＥＸＩの資金調達が困難な場合に政

府が必要な財政上の措置を講ずるものとする。（履行担

保） 

３.ＮＥＸＩの保険引受に国の政策を反映させるため、国

が引受基準を定める他、一定の重要案件について、国が

ＮＥＸＩに対し意見を述べることを可能とする。 

 

 

 

５．２．引受実績 

2015 年度は、インドネシア「ロンタール超々臨界圧石

炭火力発電所拡張プロジェクト」、ブラジル「Lula Central

油田向け浮体式石油生産設備傭船プロジェクト」、アルゼ

ンチン「ＣＡＧＳＡ社向け農業開発プロジェクト」等、計

約 7.8 兆円の貿易保険引受を行った。 

 

５．３．インフラシステム輸出・資源・エネルギーの安定

供給確保への取組 

 2013 年５月に閣議決定された「インフラシステム輸出

戦略」に明記された、世界のインフラ需要を積極的に取り

込むことで、多様なビジネス展開に官民一体で取り組み、

我が国の力強い経済成長につなげていくという方針の下、

ＮＥＸＩではミャンマーの通信事業やインドネシアの

超々臨界圧石炭火力発電所プロジェクトなど、インフラシ

ステムの輸出を積極的に支援した。また、インドネシア国

営石油会社（プルタミナ社）と協力覚書を締結するなど、

我が国への資源・エネルギーの安定的な供給に資するプロ

ジェクトや、本邦企業の海外事業拡大に寄与するプロジェ

クトの実現のための環境整備を進めた。 

 

５．４．新興国市場への取組を強化 

 2015 年度は、キューバ向け短期貿易保険の引受枠拡大

や、アルゼンチン向け引受方針を緩和したほか、イランに

ついて引受方針を緩和するとともに、最大 100 億米ドル

（約 1.2 兆円）のファイナンス・ファシリティに係る協力

覚書を締結した。また、日本企業のインドへの直接投資や

日系現地法人のインドにおける事業活動、これらの基盤と

なるインフラ整備等を幅広く支援するため、ＮＥＸＩ・株

式会社国際協力銀行（ＪＢＩＣ）による「日印 Make in 

India 特別ファシリティ」（総額 1.5 兆円規模）を安倍総

理より公表するなど、リスクの高い新興国市場への本邦企

業の投資や事業展開を支援した。 

 

５．５. 中小企業支援 

 2011 年度にスタートした「中堅・中小企業海外事業展

開支援ネットワーク」は、2015 年度、新たに 11 行の地方

銀行と 16 行の信用金庫が参加し、計 105 の金融機関との

業務提携を行う等、規模の拡大に努めた。2016 年２月に

は、同ネットワーク会議を開催し、貿易保険利用者、中堅・

中小企業支援機関相互の情報・意見交換を実施した。また、

各種貿易保険商品の案内及び利用事例をわかりやすくア

ニメで紹介する動画や、マンガ形式のパンフレットを作成

し、貿易保険の周知活動を積極的に展開するなど、輸出を

行う中堅・中小企業向けの専用商品「中小企業輸出代金保

険」の利用拡大に取り組み、引受件数は、前年度比約７割

増の 1,510 件となった。 

 

５．６．貿易保険の機能強化 

2015 年７月の法改正により、一定の海外事業を行うた

めの国内事業者への融資を貿易保険の対象とする等の措

置を講じた。 
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また、2015 年５月に安倍総理が発表した「質の高いイ

ンフラパートナーシップ」を受け、貿易保険についての機

能強化を 2015 年 11 月に公表し、実施した。 

具体的内容は以下のとおり。 

１.案件の事業期間長期化に対応するため、投資保険期間 

を延長（15→30 年） 

２.事業終了後の外国政府等による契約違反リスクのカバ

ー 

３.メザニン（劣後ローン、優先株）のてん補範囲の拡大 

（カントリーリスクに加え、経営破綻） 

４.ドル建て貿易保険の創設 

５．融資保険の非常危険てん補率を 97.5％から 100％へ拡 

大 

６.サブソブリン対応保険の創設 

７.事業者が金利スワップ契約を行う場合、契約の不履行 

を一定範囲で引受 

８.貿易代金貸付保険（バイヤーズクレジット）の融資対 

象にＮＥＸＩ保険料を含められるよう改善 

 

６．ＢＯＰ（Base of the Economic Pyramid）ビジネス 

世界経済における新たな市場として、新興国市場、とり

わけ中間所得層市場（いわゆる「ボリュームゾーン」）の

存在が指摘されている。その中で、ネクストボリュームゾ

ーンとして途上国の低所得階層（いわゆる「ＢＯＰ層」）

の早期取り込みによるビジネス展開の重要性が唱えられ

ている。経済産業省は、2010 年度よりＢＯＰビジネスを

推進するため、情報提供ポータルサイト「ＢＯＰビジネス

支援センター」を設立し、各種情報の提供を実施してきた。 

2015 年度は、新興国でのＢＯＰビジネスに取り組む企

業を支援するため、ジェトロに相談窓口を設置し、事業計

画検討段階から事業拡大段階まで、企業個別の事業フェー

ズに応じた支援を実施した。その他、ビジネスの持続性の

観点から、ＢＯＰビジネスにおける収益性確保についての

基礎的調査を行うとともに、政府支援ツールの方向性を検

討した。 

 

７．貿易投資促進政策  

７．１．対内直接投資の促進 

(１)対内直接投資の現状 

2015 年末の対内直接投資残高は、前年比（金額ベース）

で約 0.7 兆円増加し 24.4 兆円となったものの（参照：図

対日直接投資残高とＧＤＰ比率の推移）、対ＧＤＰ比率は

国際的に極めて低い水準にあり、2015 年時点で、イギリ

スの 51.1％、米国の 31.1％、フランスの 31.9％、ドイツ

の 33.4％、韓国の 12.7％に比べ、日本は 4.9％にとどま

っている（参照：図 主要国の対内直接投資残高ＧＤＰ比

率 (2015 年末）)。 

 

図 対日直接投資残高とＧＤＰ比率の推移 

 

 

図 主要国の対内直接投資残高ＧＤＰ比率(2015 年末） 

 

【出所】 

日本：（残高）財務省「対外資産負債残高統計」、 

（ＧＤＰ）内閣府「国民経済計算」 

各国：ＵＮＣＴＡＤ "World Investment Report 2016" 

 

経済産業省が行った調査によれば、グローバル企業から

見たアジアの魅力的な投資先について、安倍政権発足前の

2011 年度に実施した調査では全ての拠点タイプで中国が

１位であったが、2012 年度及び 2015 年度の調査では、Ｒ

＆Ｄ拠点及び販売拠点について日本の評価順位が１位と

（兆円) 

 

 （＊） 

（＊）2014 年から統計の計上基準に変更あり。 



245 

なった。 

近年、国際的に見て外国企業の誘致競争はより激化して

いることから、グローバル企業の誘致には、引き続き政府

一丸となって、グローバル企業向けの投資環境、外国人向

けの生活環境整備等に取り組み、諸外国に遜色ないビジネ

ス環境を整備することが必要である。 

 

 

 

（２）対内直接投資の促進に向けた動き       

海外の優れた人材や技術を日本に呼び込み、雇用やイノ

ベーションの創出を図るため、政府は「日本再興戦略」に

おいて、2020 年までに対内直接投資残高を倍増するとい

う目標を掲げた。 

2015 年度の具体的な施策として、経済産業省では、政

府の外国人企業誘致体制を強化するため、産業スペシャリ

スト事業を引き続き実施している（平成 27 年度ＪＥＴＲ

Ｏ運営費交付金 238.6 億円の内数）。同事業では、誘致競

争の対象となっているグローバル企業に対する営業力を

強化するため、個別業種に関する知識・ノウハウ・ネット

ワークを有し、外国企業の経営者と対等に交渉できる産業

スペシャリスト等、外部専門家を活用し、ＪＥＴＲＯ海外

事務所との連携による能動的な誘致活動を展開している。 

あわせて、平成 27 年度補正予算事業として、外国企業

誘致に係るインセンティブとして、外国企業が日本企業等

と連携するイノベーション拠点の設立や実証研究、事業化

可能性調査を支援する「グローバルイノベーション拠点設

立等支援事業」を実施している他、地方自治体等の誘致担

当者向けの研修等を行う「地方実務担当者向け外国企業誘

致研修等支援事業」を創設し、外国企業の誘致活動を国レ

ベル、地方自治体レベルにおいても強化している。 

外国企業に対する広報活動についても、外国企業誘致に

積極的な地方自治体の首長とともに、トップセールスを実

施している。2014 年５月にはロンドン、９月にはニュー

ヨーク、2015 年５月にはロサンゼルス、９月には再びニ

ューヨークにおいて、安倍総理出席の下、「対日投資セミ

ナー」を開催し、日本市場の魅力や政府の取組、国内各地

域の優位性や投資インセンティブ等に関する情報を発信

した。また、2015 年７月には、中国において、高木経済

産業副大臣が「対日投資ビジネスシンポジウム」に出席し、

対日投資をアピールするとともに、日本、中国の投資環境

の改善に向けて中国政府高官との間で会談を実施した。こ

の他、経済産業省においては平成 27 年度補正予算を活用

し、海外メディア等による大規模広報の実施も予定してい

る。 

 環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）が大筋合意さ

れたことを踏まえ、政府は 2015 年 11 月に「総合的なＴＰ

Ｐ関連政策大綱」を決定した。この中で、我が国が貿易・

投資の国際中核拠点「グローバル・ハブ」となることを目

指す方針を示しており、このためには、海外から我が国へ

の投資を更に促し、その効果を地方や中堅・中小企業にも

広げていくことが重要であるとされた。対内直接グローバ

ル・ハブを目指し、対内直接投資をさらに促すため、政府

における司令塔機能を担う対日直接投資推進会議におい

て、新たな施策を検討することとなった。 

 

７．２．国際租税制度に係る環境整備 

（１）グローバルな潮流と国内制度整備 

近年、欧米を中心とした多国籍企業による過度な節税

（租税回避行為）が問題視されている中で、国際的な制度

調和によってこれに対応するため、ＯＥＣＤは 2012 年６

月に「ＢＥＰＳ（Base Erosion and Profit Shifting、税

源浸食と利益移転）プロジェクト」を立ち上げた。2015

年 10 月に最終報告書が公表され、同年 11 月の G20 サミッ

トにて報告された。今後、最終報告書の勧告内容を実現す

るため、各国による所要の制度整備が行われる。この流れ

の中で、今後、企業としては一層の税務コンプライアンス

の向上を求められることとなるが、海外展開を行う日本企

業に無用な課税リスクや負担を生じさせないよう、政府と

しても適正な国内制度の整備を図る必要がある。 

こうした観点から、2015 年度においてはＢＥＰＳを踏

まえた我が国ＣＦＣ（Controlled Foreign Company）税制

出典：欧米アジアの外国企業の対日投資関心度調査（経済産業省：2011年度、2013 年度、2015 年度） 
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等の在り方に関する調査等を行うとともに、その他の制度

整備として、ビジネス実態を踏まえたＣＦＣ税制における

適用除外基準の適正化等の税制改正要望を行った。 

（２）海外における事業環境整備 

昨今、新興国を中心とした進出先国において日系企業が

不当な課税を受ける事例が増加しており、現地における事

業環境及び利益の再投資に悪影響を与えている。 

この事態を改善するため、政府レベルでのはたらきかけ

を行うとともに、産業界等への説明会等を通して海外展開

に係る課税リスクについての周知活動を行った。また、現

地日本企業の直面する課題解決に向けて、日本企業がどの

ような国・地域において二重課税のリスク等の税務上の課

題を抱えているのか調査を実施した。さらに、現地に進出

している日本企業のニーズを吸い上げ、進出先国政府への

はたらきかけを強化するため、現地の関係機関（大使館、

商工会、ＪＥＴＲＯ）との連携体制の強化を図っている。 

また、進出先国における事業環境整備を進めるためには、

租税条約ネットワークの拡充が重要である。産業界のニー

ズも踏まえつつ、新規締結や改正を進めていく国の選定に

向けた分析を行った。租税条約を締結することで、海外子

会社からの配当等に対する源泉税率の引下げ、海外での事

業活動における課税範囲の明確化、税務紛争を解決する仕

組みの構築等が期待される。 

2015 年度における租税条約の交渉状況は以下のとおり

である。：インド（改正）（2015 年 12 月署名）、ドイツ

連邦共和国（改正）（2015 年 12 月署名）、チリ（新規）

（2016 年１月署名）、スロベニア（改正）（2016 年１月

実質合意）、ベルギー（改正）（2016 年３月から改正交

渉中）。 

 



247 

貿易管理 

１.2015 年度の貿易管理に関する主な動き（総論） 

貿易管理は、自由貿易に対して必要最小限の管理又は調

整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国

又は国際社会の平和及び安全の維持を期すことを目的と

して実施するものである。具体的には、（１）「外国為替及

び外国貿易法」（外為法）に基づく輸出入の審査、（２)経

済連携協定（ＥＰＡ）に基づく原産地証明書を発給・作成

するための原産地証明制度の整備・運用、（３）国内外の

経済情勢などに合わせた不当廉売関税、セーフガード等の

貿易救済措置の発動等を行っている。以下、それぞれにつ

いて、2014 年度の貿易管理に関する主な動きについて報

告する。 

 

（１）外為法に基づく輸出入の審査 

安全保障輸出管理では、国際情勢の変化や国際輸出管理

レジームに対応し、制度改正や運用面の見直しを行ってい

る。具体的には、2015 年 10 月１日に、国際輸出管理レジ

ームにおける合意等に基づき、最新のリスト規制が施行さ

れた。さらに、汎用品の技術進歩や安全保障を巡る国際情

勢の変化に応じ、通常兵器キャッチオール規制について改

正を行い、対象品目について、食料品や木材等を除く全品

目へと拡大した（「外国為替令」（外為令）及び「輸出貿易

管理令」（輸出令）の改正）。 

また、北朝鮮の拉致･核・ミサイル問題を受け、2016 年

２月に我が国の独自制裁が強化された。我が省においては、

2015 年３月に期限延長の閣議決定を行った北朝鮮との輸

出入全面禁止措置の厳格な実施を行っている。また、2016

年３月には国連安全保障理事会にて、安保理決議第 2270

号が採択され、禁輸措置の対象となる奢侈品が追加された。

当該禁輸措置を担保するため、輸出貿易管理令の一部を改

正した。 

さらに、2013 年 12 月 17 日に閣議決定された「国家安

全保障戦略」の中で「新たな安全保障環境に適合する明確

な原則を定めることとする」とされたことから、武器輸出

三原則等に代わる新たな原則として、2014 年４月１日に

「防衛装備移転三原則」を閣議決定し、防衛装備の海外移

転に関する審査の手続や基準を明確化した。 

 

（２）ＥＰＡに基づく原産地証明制度の整備・運用 

2015 年１月に日本、オーストラリアＥＰＡが発効し、

我が国で初めて自己証明制度が導入されたことも踏まえ、

同制度を含むＥＰＡに基づく原産地証明制度の普及・啓発

を目的とした新規事業「経済連携協定利用円滑化促進事業」

の平成 27 年度予算措置を講じた。 

 

（３）不当廉売関税等の貿易救済措置 

貿易救済措置については、2014 年２月から調査を行っ

ていた中国産トルエンジイソシアナートについて、2015

年 4 月に確定措置（不当廉売関税の賦課）を発動した。ま

た、2015 年 5 月に、大韓民国及び中華人民共和国産水酸

化カリウムに係る不当廉売関税に関する調査を開始した。 

 

２．外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づく貿易管理 

２．１．安全保障分野での輸出管理 

大量破壊兵器及び通常兵器の輸出管理に関しては、我が

国を含む先進国を中心とした国際輸出管理レジームの動

向を踏まえつつ、「外国為替及び外国貿易法」（外為法）、

「外国為替令」（外為令）、「輸出貿易管理令」（輸出令）の

規定に基づき、国際的な平和及び安全の維持という観点か

ら厳格に実施している。 

昨今の北朝鮮によるミサイル発射や核実験に加え、東ア

ジア諸国の軍事力の強化等の我が国を巡る安全保障環境

の変化をふまえると、輸出企業の適正な事業活動を確保し

つつ、国際協調の下での厳格な安全保障貿易管理が求めら

れている。 

 

（１）安全保障分野での輸出管理制度の概要 

（ア）リスト規制 

ワッセナー・アレンジメント等の国際輸出管理レジーム

において、規制の対象とする旨合意された貨物の輸出及び

技術の提供について経済産業大臣の許可を必要とする。 

（イ）キャッチオール規制 

リスト規制に該当しない貨物の輸出及び技術の提供に

ついて、核兵器、生物・化学兵器、ミサイルといった大量

破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれのあ

る場合には、経済産業大臣の許可を必要とする。 

A．大量破壊兵器キャッチオール規制 

（１）対象地域 

ホワイト国１を除く全地域 
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（２）対象貨物 

リスト規制に該当しない全品目（食料品、木材等は除く） 

（３）発動要件 

用途・需要者に照らして、大量破壊兵器等の開発等に用

いられるおそれがある場合（客観要件）又は、経済産業大

臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合（インフ

ォーム要件）。 

B．通常兵器キャッチオール規制 

（１）対象地域 

ホワイト国１を除く全地域（ただし、国連武器禁輸国・

地域とそれ以外の国・地域については、規制の発動要件が

異なる。） 

（２）対象貨物 

リスト規制に該当しない全品目（食料品、木材等は除く） 

（３）要件 

ホワイト国１を除く全地域（国連武器禁輸国・地域を除

く）については、インフォーム要件。 

国連武器禁輸国・地域については、用途に照らして、通

常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合（客観要件）

又は、インフォーム要件。 

 

１.各国際輸出管理レジームに参加し、輸出管理を厳格に実施

している国（27 カ国） 
 アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、

ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、

フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、

イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージ

ーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、

スウェーデン、スイス、イギリス、米国（アルファベット順）。 

 

＜参考１＞輸出管理の全体像 

ＮＰＴ ＢＷＣ ＣＷＣ

ＭＴＣＲ

核兵器
不拡散
条約

国際的枠組

条約

国際輸出
管理
ﾚｼﾞｰﾑ

我が国の
枠 組

Nuclear
Non-
proliferation
Treaty

・７０年発効
・190カ国締約

核兵器関連 生物・化学兵器関連 ミサイル関連

大量破壊兵器関連
通常兵器
関 連

通常兵器関連

生物兵器
禁止条約

Biological
Weapons
Convention

・７５年発効
・165カ国締約

化学兵器
禁止条約

Chemical
Weapons
Convention

・９７年発効
・188カ国締約

ＮＳＧ ＡＧ ＷＡ

原子力
供給国

グループ

Nuclear
Suppliers
Group

・７８年発足
・４８カ国参加

オーストラリア
・グループ

Australia
Group

・８５年発足
・４１カ国参加

ミサイル技術
管理レジーム

Missile
Technology
Control
Regime

・８７年発足
・３４カ国参加

ワッセナー・
アレンジメント

The
Wassenaar
Arrangement

防衛装備
移転三原則

外国為替及び
外国貿易法

・輸出貿易管理令
（貨物）
・外国為替令
（技術）

核
兵
器
、
生
物
・
化
学
兵
器

そ
の
も
の
を
規
制

大
量
破
壊
兵
器
及
び
通
常
兵

器
並
び
に
そ
れ
ら
の
開
発
等

に
用
い
ら
れ
る
技
術
や
汎
用

品
の
輸
出
を
管
理

・９６年発足
・４１カ国参加

輸出管理の全体像

 

 

 

＜参考２＞国際輸出管理レジームの概要 

NSG
（原子力供給国グループ）

AG
（オーストラリア・グループ）

MTCR
（ミサイル技術管理

レジーム）

WA
（ワッセナー・アレンジメント）

１．規制対
象品目

（１）原子力専用品・技術
①核物質
②原子炉・附属装置
③重水・原子炉級黒鉛
④ウラン濃縮・再処理等プラ
ント

（２）原子力関連汎用品・技術

（１）化学兵器
①化学剤
②化学兵器汎用製造設備

（２）生物兵器
①生物剤
②生物兵器汎用製造設備

（１）ロケット、無人航空機

（２）ロケット無人航空機に
使用され得る資機材・
技術

（１）武器

（２）汎用品
①先端材料
②材料加工
③エレクトロニクス
④コンピュータ
⑤通信関連 等

２．発足年
（日本の参
加）

1978年（同年） 1985年（同年） 1987年（同年） 1996年（同年）

３．参加国
数

４８カ国 ４１カ国 ３４カ国 ４１カ国

４．参加国 アルゼンチン、オーストラリア、
オーストリア、ベラルーシ、ベ
ルギー、ブラジル、ブルガリア、
カナダ、中国、クロアチア、キプ
ロス、チェコ、デンマーク、エス
トニア、フィンランド、フランス、
ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、
アイスランド、アイルランド、イ
タリア、日本、カザフスタン、韓
国、ラトビア、リトアニア、ルク
センブルグ、マルタ、メキシコ、
オランダ、ニュージーランド、ノ
ルウェー、ポーランド、ポルトガ
ル、ルーマニア、ロシア、セル
ビア、スロバキア、スロベニア、
南アフリカ、スペイン、スウェー
デン、スイス、トルコ、ウクライ
ナ、英国、米国

アルゼンチン、オーストラリア、
オーストリア、ベルギー、ブル
ガリア、カナダ、クロアチア、キ
プロス、チェコ、デンマーク、エ
ストニア、フィンランド、フランス、
ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、
アイスランド、アイルランド、イ
タリア、日本、韓国、ラトビア、
リトアニア、ルクセンブルグ、マ
ルタ、メキシコ、オランダ、
ニュージーランド、ノルウェー、
ポーランド、ポルトガル、ルー
マニア、スロバキア、スロベニ
ア、スペイン、スウェーデン、ス
イス、トルコ、ウクライナ、英国、
米国

アルゼンチン、オーストラリ
ア、オーストリア、ベルギー、
ブラジル、ブルガリア、カナ
ダ、チェコ、デンマーク、フィ
ンランド、フランス、ドイツ、
ギリシャ、ハンガリー、アイ
スランド、アイルランド、イタ
リア、日本、韓国、ルクセン
ブルグ、オランダ、ニュー
ジーランド、ノルウェー、
ポーランド、ポルトガル、ロ
シア、南アフリカ、スペイン、
スウェーデン、スイス、トル
コ、ウクライナ、英国、米国

アルゼンチン、オーストラリア、
オーストリア、ベルギー、ブル
ガリア、カナダ、クロアチア、
チェコ、デンマーク、エストニ
ア、フィンランド、フランス、ドイ
ツ、ギリシャ、
ハンガリー、アイルランド、イ
タリア、日本、韓国、ラトビア、
リトアニア、ルクセンブルグ、
マルタ、メキシコ、オランダ、
ニュージーランド、ノルウェー、
ポーランド、ポルトガル、ルー
マニア、ロシア、スロバキア、
スロベニア、南アフリカ、スペ
イン、スウェーデン、スイス、ト
ルコ、ウクライナ、英国、米国

国際輸出管理レジームの概要

 

＜参考３＞外国ユーザーリストの公表 

輸出する貨物の需要者又は提供する技術を利用する者

が、経済産業省が公表する「外国ユーザーリスト」に掲載

されている場合には、用途、取引の態様・条件等からみて、

大量破壊兵器等の開発などに用いられないことが明らか

な場合を除き、経済産業大臣の許可が必要となる。 

（ウ）包括許可制度 

貨物の輸出や役務の提供に係る許可を包括的に与える

制度。 

（ⅰ）一般包括許可 

貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、電子申

請を前提とし、ホワイト国向けを限定に一定の仕向地・品

目の組合せの輸出を包括的に許可する制度。 

（ⅱ）特別一般包括許可 

貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、非ホワ

イト国向けを含んだ一定の仕向地・品目の組合せの輸出を

包括的に許可する制度。 

（ⅲ）特定包括許可 

継続的な取引関係を行っている同一の相手方に対する

輸出を包括的に許可する制度。 

（ⅳ）特別返品等包括許可 

本邦において使用するために輸入された輸出令別表第

１の１項に該当する貨物(武器)又はその貨物に内蔵され

た外為令別表の１項に該当する技術(プログラム)であっ

て、不具合による返品、修理又は異品のためのみに輸出す

る貨物や技術について一括して許可する制度 

（ⅴ）特定子会社包括許可 

我が国企業の子会社向け（50％超資本）に対する一定の
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品目の輸出について包括的に許可する制度  

 

（２）国際輸出管理レジームにおける貢献 

我が国は、ＮＳＧ（Nuclear Suppliers Group：核兵器

関連貨物及び役務）、ＡＧ（Australia Group：生物・化学

兵器関連貨物及び役務）、ＭＴＣＲ（Missile Technology 

Control Regime：ミサイル関連貨物及び役務）、ＷＡ

（Wassenaar Arrangement：通常兵器関連貨物及び役務）

のすべての国際輸出管理レジームに参加しており、これら

の会合に出席し、輸出管理の連携、規制対象貨物リスト及

び規制対象役務リストの見直し、懸念調達活動に係る情報

交換等を行っている。 

 

（３）防衛装備の海外移転について 

 2013 年 12 月 17 日に閣議決定された「国家安全保障戦

略」の中で「新たな安全保障環境に適合する明確な原則を

定めることとする」とされたことから、武器輸出三原則等

に代わる新たな原則として 2014 年４月１日に「防衛装備

移転三原則」を閣議決定し、防衛装備の海外移転に関する

審査の手続や基準等を明確化した。 

 また、防衛装備の海外移転について、「防衛装備移転三

原則」及び「防衛装備移転三原則の運用指針」（2014 年４

月１日国家安全保障会議決定）に従い、国家安全保障会議

で審議した結果、2015 年度においては、以下について移

転を認め得る案件に該当することを確認した。 

・豪州との潜水艦の共同開発・生産の実現可能性の調査の

ための技術情報の移転（2015 年５月 18 日） 

・イージス・システムに係るソフトウェア及び部品等の米

国への移転（2015 年７月 23 日） 

・豪州将来潜水艦の共同開発・生産を我が国が実施するこ

ととなった場合の構成品等の豪州への移転（2015 年 11

月 26 日） 

 また、「防衛装備移転三原則の運用指針」により、経済

産業省は、防衛装備の海外移転の許可の状況について、年

次報告書を作成することとなっており、2015 年 10 月 15

日、初の報告書（2014 年度分の許可状況）をとりまとめ

た。個別許可は全体で 1,841 件であり、案件の９割以上が

自衛隊の装備品の修理等のためのものとなっている。 

 

（４）輸出管理アウトリーチについて 

大量破壊兵器等の拡散を効果的に防止し、国際社会の安

全保障を確保するためには、アジア諸国が協力して厳格な

輸出管理を実施することが不可欠である。このため、輸出

管理制度の整備が遅れているアジア諸国に対し、制度導入

に向けた支援の一環として、以下の輸出管理アウトリーチ

活動を実施している。 

（ア）アジア輸出管理セミナー 

1992 年度以降、アジア諸国の輸出管理政策担当部局を

招へいし、毎年日本で開催。輸出管理に係る経験やノウハ

ウを共有し、輸出管理制度の整備に向けた方策や課題につ

いて理解を深めることで、アジア各国・地域における輸出

管理の強化を支援することを目的としている。2015 年度

は 2016 年２月 23 日～25 日に東京で開催し、輸出管理と

経済発展、アジア各国・地域の輸出管理取組状況、輸出管

理を巡る新たな課題などについて各国・地域と意見交換を

行った。 

（イ）産業界向けアウトリーチ・セミナー 

アジア各国・地域の現地企業及び日系企業に対し輸出管

理の実効性向上を図ることを目的とした輸出管理セミナ

ーを実施。2015 年度は、台湾、フィリピン、タイにて実

施し、各国の制度導入状況に合わせ、輸出管理の必要性、

違反事例や規制品目の説明、輸出管理内部規程（ＣＰ：コ

ンプライアンス・プログラム）の導入例などの紹介を行っ

た。 

 

（５）安全保障分野での輸出管理の普及・啓発の促進 

輸出関連企業等における輸出管理内部規程（ＣＰ：コン

プライアンス・プログラム）の整備を通じた自主管理の支

援（2016 年３月末現在、約 1,450 社がＣＰを届出）を引

き続き実施するとともに、輸出企業等における安全保障貿

易管理の徹底を図るため、2015 年度は、外為法における

輸出管理の執行状況を確認する立入検査を約 120 件、安全

保障貿易管理説明会を約 80 回実施した。 

その他、中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援

事業と連携し、中小企業の輸出管理体制構築支援を行った。 

 

２．２．国際条約遵守のため等に行う輸出管理 

国際社会が持続可能な開発や適正な経済活動を維持す

るための様々な国際約束（野生動植物の保護（ワシントン

条約）、特定有害廃棄物の汚染防止（バーゼル条約）、有害
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化学物質の適正管理（ストックホルム条約、ロッテルダム

条約）、紛争ダイヤモンドの管理（キンバリープロセス）、

麻薬原料物質等の管理、オゾン層破壊物質（モントリオー

ル議定書）等）に基づく輸出規制、国内需要確保のための

輸出規制（血液製剤等）、輸出急増等防止のための輸出規

制（漁船）等を実施している。これら規制の対象の貨物を

輸出する場合、経済産業大臣の承認を受けることが必要で

ある。 

 

２．３．輸入管理 

外為法第 52 条及び「輸入貿易管理令」（輸入令）の規定

に基づき、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、

我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行す

るため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄

与するため、又は外為法第 10 条第１項の閣議決定を実施

するため、次の輸入管理を実施している。 

 

（１）輸入割当・承認（輸入令第９条、第４条第１項第１

号） 

特定の貨物の輸入について、輸入者に対し輸入すること

のできる数量又は価額を経済産業大臣が割り当てる制度

である。輸入者が輸入割当対象品目を輸入する際には、ま

ず割当を受けた後、その枠内で輸入の承認を受けることが

必要である。 

 

（２）２号承認（輸入令第４条第１項第２号） 

特定の地域を原産地又は船積地域とする特定の貨物の

輸入について経済産業大臣の承認を必要とする制度であ

る。 

 

（３）２の２号承認（輸入令第４条第１項第２号） 

全地域を原産地又は船積地域とする特定の貨物の輸入

について経済産業大臣の承認を必要とする制度である。 

 

（４）事前確認・通関時確認 

（ア）事前確認（輸入令第４条第２項） 

特定の貨物を輸入する際に、事前に当該貨物所管大臣の

確認を必要とする制度である。 

（イ）通関時確認（輸入令第４条第２項） 

特定の貨物を輸入する際に、通関時に一定の書類を税関

に提出することを必要とする制度である。 

 

２．４．為替管理 

（１）支払等［許可］ 

 外為法第 16 条第１項に基づく外国為替令（外為令）第

６条第１項の規定により、（A）我が国が締結した条約その

他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認める

とき、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として

寄与するため特に必要があると認めるとき、（B）外為法第

10 条第１項に基づき我が国の平和及び安全の維持のため

閣議決定が行われたときは、財務大臣又は経済産業大臣の

支払等の許可を必要とする。 

 

（２）特定資本取引［許可］ 

外為法第24条第１項に基づく外為令第15条第１項の規

定により、（A）我が国が締結した条約その他の国際約束を

誠実に履行することを妨げ、国際平和のための国際的な努

力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態

を生じ、外為法の目的を達成することが困難と認めるとき、

（B）外為法第 10 条第１項に基づき我が国の平和及び安全

の維持のため閣議決定が行われたときは、経済産業大臣の

特定資本取引の許可を必要とする。 

 

（３）役務取引等［許可］ 

（ア）外為法第 25 条第１項に基づく外為令第 17 条の規定

により、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる

と認められる特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係

る技術を特定の外国において提供することを目的とする

役務取引等が許可制とされている。 

（イ）外為法 25 条第５項に基づく外為令第 18 条第１項の

規定により、次の役務取引が許可制とされている。 

※鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃

料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理

に係る役務取引 

（ウ）外為法第 25 条第６項に基づく外為令第 18 条第３項

の規定により、（A）我が国が締結した条約その他の国際約

束を誠実に履行することを妨げ、国際平和のための国際的

な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる

事態を生じ、外為法の目的を達成することが困難と認める

とき（※）、（B）外為法第 10 条第１項に基づき我が国の平
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和及び安全の維持のため閣議決定が行われたときの役務

取引等は、財務大臣又は経済産業大臣の許可を必要とする。 

※宇宙開発に関する日米の協力に関する交換公文に基

づき我が国に移転された技術の提供 

 

２．５．経済制裁 

懸念国の核問題等を解決する観点から、外為法に基づき、

北朝鮮、シリア等に対する経済制裁を講じている。 

 

（１）北朝鮮に対する経済制裁措置 

北朝鮮による日本人の拉致や 2006 年以降数次にわたる

核実験等が行われ、また、2012 年以降重なる弾道ミサイ

ル発射及び 2013 年及び 2016 年の核実験実施を受け、国連

安保理決議や外為法第 10 条第１項などに基づき、以下の

措置を講じている。 

（ア）資産凍結措置等 

国連安保理決議第 1695 号に基づき、北朝鮮のミサイル

又は大量破壊兵器計画に関連する者に対する資産凍結措

置（2006 年９月実施）を行っているほか、同決議第 1718

号、第 2087 号、第 2094 号及び第 2270 号に基づく北朝鮮

の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関

連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置（2009 年

５月実施）、同決議第 1874 号に基づく北朝鮮の核関連、弾

道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又

は活動に貢献し得る活動に寄与する目的で行われる支払

等及び特定資本取引を禁止する措置（2009 年７月実施）

を行っている。 

また、北朝鮮をめぐる問題の解決を目指す国際平和のた

めの国際的な努力に我が国として寄与するため、北朝鮮の

核関連、弾道ミサイル関連計画等に関与する者に対する資

産凍結等の措置（2013 年４月実施）、2016 年２月には北朝

鮮向け送金を原則禁止する措置を講じた。 

（イ）輸出入全面禁止措置 

北朝鮮をめぐる諸般の事情を勘案し、経済産業省では、

安保理決議に基づく制裁措置及び我が国独自の措置とし

て、以下の措置を行っている。 

・2006 年 10 月より、北朝鮮貨物の輸入全面禁止 

・2006 年 11 月より、奢侈品、大量破壊兵器等関連貨物

の輸出禁止 

・2009 年６月より、輸出全面禁止 

上記措置を講じたことにより、2009 年６月 18 日以降、

北朝鮮との輸出入は人道目的等に該当する場合を除き、全

面禁止となっている。 

なお、輸出入全面禁止措置は北朝鮮の動静を確認するた

め、当該措置の延長にかかる閣議決定及び国会の事後承認

が必要となっている。 

  

（２）シリアに対する経済制裁措置 

シリアをめぐる現下の国際情勢にかんがみ、この問題の

解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国と

して寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容

に沿い、シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に

対し、資産凍結等の措置を講じ（2011 年９月）、2012 年度

には、シリア情勢が更に悪化する中で、欧州、米国諸国や

アラブ連盟等の主導で行われている国際平和のための国

際的な努力に我が国として寄与するため、資産凍結等の措

置の対象者の追加を行った。 

また、2013年度には国連安保理決議第2118号に基づき、

化学兵器関連物資の輸入について禁止措置を実施し、2015

年度には国連安保理決議第 2199 号に基づき、不法取得文

化財の輸入について禁止措置を行った(2015 年９月実施)。 

 

（３）ロシア等に対する関連措置 

ウクライナをめぐる現下の国際情勢にかんがみ、この問

題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が

国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の

内容に沿い、クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特

別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安

定化に直接関与していると判断されるとして我が国が指

定する者に対して資産凍結等の措置を講じ（2014年８月）、

12月に資産凍結等の措置の対象者の追加を行った。 

また、クリミア自治共和国又はセヴァストーポリ特別市

を原産地とする全ての貨物に対する輸入制限措置（2014

年８月）を講じた。 

 

（４）南スーダンに対する経済制裁措置 

国連安保理決議第 2206 号に基づき、同理事会制裁委員

会により指定された南スーダンにおける平和等を脅かす

行為等に関与した者等に対し、資産凍結等の措置（2015

年９月）を講じた。 
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（５）テロリスト等に対する経済制裁措置 

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第

1267 号、第 1333 号、第 1390 号、第 1988 号及び第 1989

号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたタリバ

ーン関係者及びその他のテロリスト等に対し資産凍結等

の措置を講じてきたが、2015 年度も同委員会の決定に基

づき、対象者の加除を行った。 

 

３．輸出入手続の電子化 

ＩＴの進歩やインターネットの普及に伴って飛躍的に

増加した世界の貿易量を背景に、貿易円滑化の推進が国際

貿易の更なる発展にとって不可欠のものとなっている。特

に、貿易手続の簡素化・効率化の中核として通関手続の電

子化が世界的な趨勢となっている。 

こうした中、外為法に基づき経済産業省が交付する輸出

入の許可承認証等の電子ライセンス化は近年益々重要な

課題となってきており、経済産業省の許可承認等の申請手

続から税関における輸出入申告までの手続をタイムロス

なく電子で行うＮＡＣＣＳ貿易管理サブシステムの更な

る利用拡大のため、輸出入者及び通関業者へのパンフレッ

ト配布、各種説明会の実施、電子申請のデモンストレーシ

ョンを取り入れた個別企業訪問説明等の普及促進活動を

行った。 

その結果、ＮＡＣＣＳ貿易管理サブシステムの利用登録

企業数は、2014 年度末の 841 社から 2015 年度末 1004 社

と 163 社増加した。また、ＮＡＣＣＳ貿易管理サブシステ

ムの電子ライセンスによる2015年度の通関率は54.2％に

達した。 

 

４．経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく原産地証明制度 

「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆

国との間の協定（2005 年４月発効）」を始めとする経済連

携協定（下記参照）においては、我が国と相手国との間で

取引される物品について、[1]ＷＴＯ協定に基づく最恵国

税率よりも低い特恵税率が適用される原産品を認定する

ための要件（原産地規則）、[2] 原産品であることを証明

する原産地証明書の発給・確認の手続等が規定されている。

我が国がこれまでに締結したＥＰＡにおいて導入してい

る原産地証明制度は、第三者証明制度（輸出国政府（又は

輸出国政府が指定する発給機関）が原産地証明書（第一種

特定原産地証明書）を発給する制度）、認定輸出者自己証

明制度（輸出国政府による認定を受けた輸出者自らが原産

地証明書（第二種特定原産地証明書）を作成できる制度）

及び自己証明制度（輸出者、生産者又は輸入者自らが原産

地証明書を作成できる制度）である。第三者証明制度は、

これまで我が国が締結した全ての経済連携協定において

導入されており、経済産業大臣が経済連携協定に基づく特

定原産地証明書の発給等に関する法律（以下「原産地証明

法」という。）に基づき指定した発給機関である日本商工

会議所が第一種特定原産地証明書の発給業務を実施して

いる。2015 年度の第一種特定原産地証明書の発給件数は、

234,288 件であった。（2013 年度：183,365 件、2014 年度：

206,304 件）。認定輸出者自己証明制度については、日ス

イスＥＰＡ、日ペルーＥＰＡ及び日メキシコＥＰＡの３協

定においてのみ導入されており、経済産業大臣が原産地証

明法に基づき、輸出者の認定を行っている。 

2015 年１月発効の日オーストラリアＥＰＡにおいて、

自己証明制度が我が国で初めて導入され、第三者証明制度

と自己証明制度の選択的併用制が採用された。上記日オー

ストラリアＥＰＡの発効を受け、新規事業「経済連携協定

利用円滑化促進事業」の平成 27 年度予算措置を講じ、自

己証明制度を含めた原産地証明制度に関するセミナー等

を開催し、同制度に関する普及啓発活動を行うとともに、

輸出者等が自己証明制度を円滑に活用できるようにする

ため、輸出者等からの相談に対応する窓口を設置した。 

〈2015 年度末までに締結又は署名された経済連携協定〉 

・新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシン

ガポール共和国との間の協定（2002 年 11 月発効） 

・経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国と

の間の協定（2005 年４月発効、2012 年４月改正） 

・経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との

間の協定（2006 年７月発効） 

・戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との

間の協定（2007 年９月発効） 

・経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定

（2007 年 11 月発効） 

・経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との

間の協定（2008 年７月発効） 

・経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム
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国との間の協定（2008 年７月発効） 

・経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間

の協定（2008 月 12 月発効） 

・包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸

国連合構成国の間の協定（2008 年 12 月発効） 

・日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連

携に関する協定（2009 年９月発効） 

・経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国

との間の協定（2009 年 10 月発効） 

･日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定

（2011 年８月発効） 

・経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協

定（2012 年３月発効） 

・経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の

協定（2015 年１月発効） 

・経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定

（2015 年２月署名） 

 

５．貿易救済措置等 

５．１．不当廉売関税、相殺関税、セーフガード 

（１）不当廉売関税（「関税定率法」第８条） 

不当廉売関税制度とは、不当廉売された貨物の輸入が

我が国産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれ

があり、又は我が国産業の確立を実質的に妨げる事実があ

る場合において、当該我が国産業を保護するため、必要が

あると認められる場合に、当該貨物の正常価格と不当廉売

価格との差額に相当する額と同額以下の関税を賦課する

ものである。 

2014 年２月から調査を行っていた中国産トルエンジイ

ソシアナートについて、2015 年 4 月に確定措置（不当廉

売関税の賦課）を発動した。また、2015 年 5 月に、大韓

民国及び中華人民共和国産水酸化カリウムに係る不当廉

売関税に関する調査を開始した。 

 

５．２．関税割当制度 

（１）輸入数量制限の撤廃及び関税割当制度の導入の経緯 

我が国は、米国及びＥＵ(当時ＥＣ)とのＧＡＴＴ（関税

と貿易に関する一般協定）28 条交渉の合意に基づき、1986

年４月、皮革・革靴等の輸入割当制度（ＩＱ）を撤廃し、

関税割当制度（ＴＱ）を導入した。 

また、2005 年には日本、メキシコＥＰＡに基づく関税

割当制度も導入された。ただし、同ＥＰＡに基づく皮革・

革靴のＴＱについては、協定に基づき 2014 年３月をもっ

て無税となったため廃止された。 

 

（２）関税割当制度の概要 

本制度は「関税定率法」第９条の２及び「関税暫定措置

法」第８条の５第２項に基づき、特定の物品について２段

階の関税率を定め、一定数量（関税割当数量）の範囲内で

の輸入に対し、低い関税率を適用するものである。当該関

税割当数量は、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣

の共同閣議請議案件である「関税割当制度に関する政令」

において定められている（日メキシコＥＰＡに基づく数量

については経済連携協定に定められている）。 

 

 


	目次
	第４節 貿易経済協力局
	経済協力・貿易投資促進政策
	１．2015年度の経済協力・貿易投資促進政策に関する主な動き（総論）
	１.１.経済協力に関する主な動き
	１.２.貿易投資促進政策に関する主な動き

	２.インフラシステム輸出
	３.資金協力政策
	３．１． 円借款及び民活インフラ案件形成等事業
	３．２． 経済協力ツールを活用した日本企業支援
	３．３．円借款の継続的制度改善

	４．技術協力政策
	４．１．制度 ・事業環境整備
	４．２．産業人材育成
	４．３．インフラ システム輸出促進
	４．４．国際即戦力育成インターシップ
	４．５．共創促進事業

	５.貿易保険
	５． １．独立行政法人日本貿易保険（ＮＥＸＩ）の特殊会社化及び 貿易再保険特別会計の廃止・移管
	５． ２．引受実績
	５． ３．インフラシステム輸出・資源エネルギーの安定供給確保への取り組み
	５． ４．新興国市場への取組を強化
	５． ５．中小企業支援
	５．６．貿易保険の機能強化

	６．ＢＯＰ（ Base of the Economic Pyramid）ビジネス
	７．貿易投資促進政策
	７．１．対内直接投資の促進
	７．２．国際租税制度に係る環境整備





